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第１章 総 則 

第１－１条（適用範囲） 

この仕様書（以下「本仕様書」という。）は、北陸農政局土地改良技術事務所が保有する

排水ポンプ車等の点検管理作業（以下「本作業」という。）に適用する。 

疑義、守秘義務、提出書類、提出図書、業務履行写真、設計図書の変更等、監督職員によ

る確認等及び完成検査については、本仕様書及び『別紙１』（以下、「本仕様書等」とい

う。）に示すとおりとする。 

 

第１－２条 （目的） 

本業務は、排水ポンプ車等（排水作業のための機械及び車両）を常時稼働可能な状態に

維持することを目的として、その点検作業及び操作訓練を行うものである。 

 

 

 

 

 

第１－３条 （業務概要） 

１．対象範囲 

本作業の作業数量は『別紙数量表』のとおり。 
本作業の対象機械の標準仕様は以下のとおり。 

対象機械 積載設備・機器 総重量 保管場所 備考 

排水ポンプ

車 

【１台】 

・水中モーター駆動ポンプ 

（φ200、5 ㎥/min×6 台） 

・発動発電機 125kVA 

・操作制御盤 

・バルーン式投光器等照明機器 

・排水ホース 

・その他付属装置及び付属品 

8,000kg未満 北陸農政局

土地改良技

術事務所格

納庫 

道路交通法

施行令第13

条第１項第

7 号に基づ

く緊急自動

車 

排水ポンプ

パッケージ

10 ㎥/min 

【１基】 

・水中モーター駆動ポンプ 

（φ200、5 ㎥/min×2 台） 

・操作制御盤 

・排水ホース 

・その他付属装置及び付属品 

約 915kg 同上  

排水ポンプ

パッケージ

5㎥/min 

【1 基】 

・水中モーター駆動ポンプ 

（φ200、5 ㎥/min×1 台） 

・操作制御盤 

・排水ホース 

・その他付属装置及び付属品 

約 630kg 同上  

 
 

＜点検業務・操作訓練＞ 

点検業務・操作訓練は、排水ポンプ車等を災害発生時に確実に機能発揮できるよう点検を

行い、異常の有無を確認し、機能維持及び操作の習熟を図るものである。 
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２．業務内容 

（１）点検業務 

１）点検は、排水ポンプ車等の信頼性確保、機械の機能維持を目的として、各種装置

の点検、作動確認を行うものである。各機械の点検内容及び実施予定場所は『別

紙 点検内容及び実施予定場所』による。 
   
 
 
 

点検項目等は『別紙 点検記録表－１～４』により点検を行い、不具合を発見し

た場合は『別紙 点検記録表－５』へ記載する。 
点検記録表は点検後に監督職員に提出し、不具合等の対応については監督職員

と協議するものとする。 
２）点検の実施時期及び回数は、次のとおり予定しているが、具体的な点検実施日

は、監督職員との協議によるものとする。 
                                  実施時期は「●」 

対象機械 
実  施  時  期 （月） 点検 

回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

排水ポンプ車   ●  ●   ●   ●  ４ 

排水ポンプパッケージ   ●   ●    ●   ３ 

 

３）受注者が行った点検にて修繕・整備の必要が生じた場合は、速やかに監督職員

に報告するものとする。 

４）車両の運転操作前には、道路運送車両法第４７条の２（日常点検整備）を行う

ものとする。 

      

（２）操作訓練 

１）以下のとおり、排水ポンプ車の運転操作に係る訓練を実施する。 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

項目 内容 

対象者 土地改良技術事務所等 職員 

場 所  

 

北陸農政局土地改良技術事務所 格納庫 

（石川県金沢市新保本１丁目４５１番地１） 

又は、新潟県内を想定 

開催回数 １回 

開催時期 ６月以降を想定 

訓練内容 操作訓練における作業内容は排水ポンプ車の出

動に係る一連の作業を想定 

＜実施時期の考え方＞ 

・排水ポンプ車：おおむね３か月ごとに１回 

・排水ポンプパッケージ：おおむね４か月ごとに１回 
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２）具体的な実施日、訓練場所、訓練内容の詳細は監督職員と協議の上決定する。 

  なお協議の結果、内容に著しい相違が生じた場合は、設計図書の変更対象とす

る場合がある。 

３）受注者は、操作訓練による出動にあたり必要な作業員数を確保することとし、

やむを得ず作業人数を確保出来ない場合は、速やかに監督職員に報告するととも

に、監督職員の指示に従うものとする。 

４）受注者の判断で作業員を追加した場合は設計図書の変更の対象としない。 

５）受注者及び監督職員は操作訓練に出動した作業員の作業開始時刻及び作業終了

時刻を記録することとし、その作業実績に合わせて設計図書の変更を行う場合が

ある。なお、作業開始時刻とは、監督職員が指示した場所に集合した時刻とし、

作業終了時刻とは、監督職員が指示した作業を終え、設備の後片づけが了した時

刻とする。 

６）車両の運転操作前には、道路運送車両法第４７条の２（日常点検整備）を行うも

のとする。 

７）監督職員が契約期間中に実施することが困難と判断した場合、操作訓練を行わ

ない場合がある。操作訓練未実施の場合は、設計図書の変更対象とする。 

 

（３）打合せ 

打合せは、以下の時期に実施するものとし、現場責任者又は監督職員から承諾を

得た者が立ち会うものとする。 

1 回目 作業計画作成時 

2 回目 作業報告書作成時 

作業を適正かつ円滑に実施するために、受注者は、打合せ記録簿を作成し、打合

せの都度内容について、監督職員と相互に確認するものとする。 

なお、作業計画書作成時の打合せ時には、受注者が排水ポンプ車等の車両機能や

操作方法を事前に確認及び習熟できるよう、監督職員は受注者に対し運転操作がで

きる機会を設けることとする。 

 

第２章 報告書の提出 

１．本作業の履行にあたっては、作業計画書を作成し、速やかに監督職員に提出するこ

と。また、内容に変更が生じた場合はその都度監督職員に提出すること。 

なお、作業計画書の内容は次のとおりとし、現場責任者を選任する場合は業務履行体

制表に記載するものとする。 

（１）作業概要 

（２）作業実施要領 

（３）計画作業工程表 

（４）作業履行体制表 

（５）緊急連絡体制表 

（６）安全管理 

（７）その他監督職員が指示したもの 
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２．点検業務が完了したときは、点検記録表－１～４及び点検状況が確認できる写真を

提出すること。 

また、操作訓練が完了したときは点検記録表－１～３及び写真を提出すること。 

３．作業の履行中、不具合箇所及び修理必要箇所を発見した場合は、速やかに監督職員

に報告を行い、点検記録表－５を提出すること。 

４．監督職員が履行確認に必要と判断した資料については、受注者は速やかに提出する

ものとする。ただし、設計図書の変更の対象としない。 

５．上記資料を作業完了時に以下のとおり提出するものとする。 

（１）成果物の電子媒体（ＣＤ－Ｒ等） 正副２部 

（２）成果物の出力 １部（電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可） 

 

第３章 自動車保険 

１．発注者は次に定める内容に基づき自動車保険に加入予定である。 

契約者名は北陸農政局土地改良技術事務所長である。 

対 象 機 械 保険の種類 保険金額 備 考 

排水ポンプ車 

対 人 賠 償 無制限 

免責なし 
対 物 賠 償 無制限 

搭乗者賠償 無制限 

車 両 賠 償 現在価値 

 

第４章 安全管理 

１．受注者は、豪雨、出水、その他災害に対しては、平素から気象予報などについて十分

な注意を払うものとする。 

２．受注者は、緊急自動車の安全な運転を確保するため、以下のいずれかの取組を実施

し、取組状況を発注者へ報告するものとする。 

１）発注者主催の交通安全講習会に参加する。 

２）受注者において、発注者主催の交通安全講習会と同等の取組を実施する（既存の

取組で可）。 

３．受注者は、交通安全や労働安全などに関する自社等で主催する講習会を１回以上実

施し、監督職員に実施内容を報告すること。 

４．供用中の公共道路上で行う作業にあたって、発注者による道路管理者及び所轄警察

署との打合せの結果により安全対策が必要となった場合は監督職員が指示することと

し、設計図書の変更の対象とする。 

５．受注者は、作業履行箇所及びその周辺にある既設構造物に対して支障を及ぼさない

よう適切な処置を講ずるものとする。 

 

第５章 事故報告 

１．受注者は、本作業の遂行中に事故が発生した場合には直ちに監督職員に報告すると

ともに、関係機関に届け出て必要な処置を講ずるものとする。 

また、監督職員が指示する様式（臨機の措置等報告書）で指示する期日までに、提
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出しなければならない。  

 

 

第６章 車両のき損 

１．受注者は、排水ポンプ車を亡失し又はき損したときは、直ちにその事実及び事由に

ついて監督職員に報告するとともに、詳細な報告書を契約担当官に提出して、その後

の指示を受けなければならない。 

２．前項の亡失し又はき損が受注者の責任に帰すべき事由によるときは、契約担当官の

指示に従い速やかに修理し又はその損害を賠償しなければならない。 

３．災害その他不可抗力によって排水ポンプ車に損害が生じたときは、その損害につい

て協議して決定するものとする。 

４．受注者は、排水ポンプ車により第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償し

なければならない。 

 

第７章 その他 

１．排水ポンプ車等の燃料を給油する場合は、監督職員の指示に従うこと。 

２．法令で定められた車両の検査等（継続検査及び定期点検整備）は発注者が行うもの

とし、本業務の対象外とする。 

３．排水ポンプパッケージの点検業務及び操作訓練において必要な発動発電機は、貸与

するものとする。 

４．監督職員が排水ポンプ車等の修繕・整備の実施を指示する場合がある。 

なお、監督職員の指示により受注者において実施した修繕・整備については設計図

書の変更の対象とする。    

５．受注者は労災保険に加入すること。なお、労災保険成立証明又は成立済労働保険申

告書の写しを監督職員に提出すること。 

６．排水ポンプ車等の災害用資機材について、管理替え等が生じた場合は点検業務数量

を変更する場合がある。 

  なお、業務数量に変更が生じた場合は設計図書の変更の対象とする。 

７．本仕様書等に明記されていない事項、又は不明、疑義を生じたときは監督職員と受

注者で協議して定めるものとする。 

 

第８章 環境負荷低減のクロスコンプライアンスについて 

（１）主な環境関係法令の遵守 

受注者（受託者）は、物品・役務（委託事業を含む）の提供に当たり、関連する環境関連

法令を遵守するものとする。 

①エネルギーの節減 

・エネルギーの仕様の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和 54 年

法律第 49 号）   等 

②廃棄物の発生抑制、適切な循環的な利用及び適正な処分 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （昭和 45 年法律第 137 号） 
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・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号） 

・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和３年法律第 60 号）   等 

③環境関係法令の遵守等 

・労働安全衛生法 （昭和 47 年法律第 57 号） 

・環境影響評価法 （平成９年法律第 81 号） 

・地球温暖化対策の推進に関する法律 （平成 10 年法律第 117 号） 

・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 

（平成 19 年法律第 56 号）   等 

（２）環境関係法令の遵守以外の事項 

受注者（委託契約の場合は「受託者」とする。）は、役務（委託事業の場合は「委託

事業」とする。）の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業

の最終報告時に別紙様式１を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロ

スコンプライアンス実施状況報告書として提出すること。 

なお、全ての事項について「実施した／努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチ

ェックを入れるとともに、ア～オの各項目について、一つ以上「実施した／努めた」に

チェックを入れること。 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状

況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空

調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の

利用等）の実施に努める。 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

オ みどり食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の

適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 

 



【別紙様式１】 

 

環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書 

 

以下のア～オの取組について、実施状況を報告します。 

 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検

討する（もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携

する）。 

☐ ☐ 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガ

スの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に

実施している。 

☐ ☐ 

・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使

用して（農薬の使用基準等を遵守して）作られたものを調達す

ることに努めている。 

☐ ☐ 

・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを

調達することに努めている。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                   ） 

 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状

況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調

のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用

等）の実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーに

ついて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料

金の記録に努めている。 

☐ ☐ 



・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要

な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準

となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない

等、適切な温度管理に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮でき

るよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めてい

る。 

☐ ☐ 

・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。 ☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                   ） 

 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・臭気が発生する可能性がある機械・設備（食品残さの処理や堆

肥製造等）を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定

期的に点検を行う。 

☐ ☐ 

・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄など

に努めている。 
☐ ☐ 

・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的

に清掃を行うことに努めている。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由

（                                  ） 

 

エ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙

などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。 
☐ ☐ 



・資源のリサイクルに努めている（リサイクル事業者に委託する

ことも可）。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令

に従って適切に実施している。  
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

オ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械

の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説

書 －民間事業者・自治体等編－」にある記載内容を了知し、関

係する事項について取り組むよう努める。 

☐ ☐ 

・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、

もしくは、策定を検討する。 
☐ ☐ 

・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行ってい

る、もしくは、実施を検討する。 
☐ ☐ 

・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニ

ュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するよう

に努めている。 

☐ ☐ 

・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、

定期的な点検や補修などに努めている。 
☐ ☐ 

・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、

安全に作業を行えるスペースを確保する。 
☐ ☐ 

・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 



規格 単位 数量 備　考

１．点検作業
点検ポンプ台数

点検作業 排水ポンプ車１台（φ200ﾎﾟﾝﾌﾟ6台搭載） 回 4 6台
点検ポンプ台数

点検作業 排水ポンプパッケージ 1基（φ200ﾎﾟﾝﾌﾟ2台搭載） 回 3 2台
点検ポンプ台数

点検作業 排水ポンプパッケージ 1基（φ200ﾎﾟﾝﾌﾟ1台搭載） 回 3 １台

２．操作訓練

操作訓練 排水ポンプ車１台（φ200ﾎﾟﾝﾌﾟ6台搭載） 回 1

３．打合せ

打合せ 着手前・最終 回 2

４．直接経費

交通費 業務打合せ２回、往復 式 1

数　量　表

工種・種別・細別

1/1



 

 

点検内容及び実施予定場所 

 機械名 項目 作業内容 実施予定場所 備 考 

排水ポン

プ車 
点検 
 
 
 
 
 

●点検記録表－１ 
・車両は 10km 以上/１回当たりの走行を実施する。 
●点検記録表－２ 
・車両の運行前点検（日常点検）を実施する。 
●点検記録表－３ 
・排水ポンプ車操作点検記録表に基づき点検を実施する。 
●点検記録表－４ 
・装備している排水ポンプの動作確認として、排水運転

（負荷運転）を実施する。 

北陸農政局土

地改良技術事

務所格納庫 

①運転資格：中型運転免許必要 
②ポンプ仕様 

形 式：超軽量型水中ポンプ 

搭載台数：６台 

口 径：200 ㎜ 

吐 出 量：5 ㎥/min/台 

重 量：25kg/台 

排水ポン

プパッケ

ージ 

10 ㎥/min 

点検 
 

●点検記録表－４ 
・排水ポンプの動作確認として、排水運転（負荷運転）を

実施する。 

北陸農政局土

地改良技術事

務所格納庫 

ポンプ仕様 
形 式：超軽量型水中ポンプ 

搭載台数：2 台 

口 径：200 ㎜ 

吐 出 量：5 ㎥/min/台 

重 量：25kg/台 

排水ポン

プパッケ

ージ 

5 ㎥/min 

点検 
 

●点検記録表－４ 
・排水ポンプの動作確認として、排水運転（負荷運転）を

実施する。 
 

北陸農政局土

地改良技術事

務所格納庫 

ポンプ仕様 
形 式：超軽量型水中ポンプ 

搭載台数：1 台 

口 径：200 ㎜ 

吐 出 量：5 ㎥/min/台 

重 量：25kg/台 

点検により機械

の不具合を発見

した場合 

●点検記録表－５ 
・点検により不具合を発見した場合は、点検記録表に記載する。 



点検記録表－１

所属

　　　　　　年　　　　月　　　　日　　天候 点検者氏名

主燃料
使用量（車）

Ｌ
燃料給油量
（発電機）

Ｌ

時間　　　　分

時間　　　　分

時間　　　　分

始業時　　　　時　　　　分

　計

排水ポンプ車運転日報

修
理
又
は
整
備
内
容
等

走行距離（ｋｍ） 作 業 量運 転 時 間

時間　　　　分

運
転
状
況

車両番号

作 業 内 容 及 び 作 業 目 的

操 業 時 間

終業時　　　　時　　　　分

km

km

km

km

km

走 行 距 離 計

始業時　　　　　　　　　　ｋｍ

終業時　　　　　　　　　　ｋｍ

差　引　　　　　　　　　　ｋｍ

時間　　　　分



点検記録表－２

車両番号 所属

点検者氏名

亀裂・損傷

異常摩耗

点灯（点滅）

損傷

踏みしろ

きき

かかり具合

異音

低速

加速

運
転
席
の
点
検

ブレーキ・ペダルの踏みしろ
およびブレーキのきき

パーキング・ブレーキ・レバー
の引きしろ

エンジンのかかり具合および
異音

エンジンの低速および加速
状態

エンジン・オイルの量

点
検

車
の
周
囲
の

タイヤの空気圧、亀裂、損傷
および異常な摩耗

タイヤの溝の深さ

ランプ類の点灯、点滅および
レンズの損傷

点 検 項 目 判 定 備 考

内
の
点
検

エ
ン
ジ
ン
・
ル
ー
ム

ウインド・ウォッシャ液の量

ブレーキ液の量

バッテリ液の量

冷却水の量

運行前点検（日常点検）点検表

　　　　　年　　　月　　　日　　天候



点検記録表－３

車両番号 所属

点検者氏名

区 分

主 機 関

伝導装置

操行装置

走行装置

電気装置

車体関係

作業装置

そ の 他

走行時間
（min）

備考

発

着

発

着

発

着
分 km

分 km

分 km

地名 時間
距離計よみ
（km）

距離
（km）

充 電 状 況

不 良 箇 所 処 置

走行（時間）メーターのよみ 発　　　　　　　　ｋｍ（　　　　　　Ｈ）　　着　　　　　　　　ｋｍ（　　　　　　Ｈ）

エ ン ジ ン オ イ ル 量

冷 却 水 量

排水ポンプ車操作点検記録表

　　　　　年　　　月　　　日　　天候



点検記録表－４

車両番号 所属

実施日  　　     年   月    日（天候） 作業者氏名

時間

電流

回転

時間

電流

回転

点検項目 点検内容 判定基準

搭載
外観 固定・施錠の確認 機器の固定、扉の施錠が確実に行なわれて

いること

その他記入欄

作動確認 異常がないこと

車
両
関
係

赤色回転灯 作動確認 異常がないこと

電子サイレン 作動確認 異常がないこと

スピーカー

潤滑油が規定値は行っていること

照明
照明装置 目視確認 点灯すること

発
電
装
置

発電装置 運転状況 異音、異常振動等なく運転できること

電圧確認（操作制御盤） 定格値であること

潤滑油量

制
御
盤
操
作

箱体 外観の目視確認 損傷､腐食等がないこと

表示部メータ類 目視確認 ランプ切、指示針の不動がないこと

各ﾒｰﾀが規定値以上を示さないこと

金具 外観の目視確認 損傷、変形、部品の欠損がないこと

目視確認 水の噴出、漏水の無いこと

フロート
外観 外観の目視確認 損傷がないこと

ホ
ー

ス

ホース 外観の目視確認 水の噴出、漏水の無いこと

外観の目視確認 損傷、ひび割れがないこと

コネクタ 接触部の目視確認 損傷、取付部に緩みのないこと

ポ
ン
プ

排水状況 動作状態 排水運転していること

ポンプ外観 外観の目視確認 損傷、ひび割れがないこと

ケーブル外観

区
分

点検結果

電源周波数
No.7 No.8

電源電圧

No.9 No.10 No.11 No.12

排水ポンプ車運転点検記録表（１／１）

発電機稼働時間 ポンプ運転時間・電圧・回転数
No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6



点検記録表－５

車両番号 所属

氏名

操 作 制 御 装 置

そ の 他

№ 6 排 水 ポ ン プ

電 源 装 置

№ ４ 排 水 ポ ン プ

№ ５ 排 水 ポ ン プ

№ ２ 排 水 ポ ン プ

№ ３ 排 水 ポ ン プ

区 分 不 良 箇 所 処 置

№ １ 排 水 ポ ン プ

排水ポンプ車　不具合記録表

　　　　　年　　　月　　　日　　天候
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（適 用）  

 第１条 

１．排水ポンプ車等点検管理作業特別仕様書の別紙１は、農林水産省北陸農政局土地

改良技術事務所が発注する排水ポンプ車等の運転操作及び点検作業（以下「本作業」

という。）の履行に必要な事項を定めたもので、請負契約書（以下「契約書」とい

う。）に基づき、設計図書の内容について統一的な解釈及び運用の補足を図るとと

もに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのもの

である。 

２．受注者は、別紙１の適用にあたっては、会計法、予算決算及び会計令（昭和 22 

年 4 月 30 日勅令第 165 号）（以下「予決令」という。）、契約事務取扱規則、農

林水産省所管会計事務取扱規程、その他の法令に従った監督・検査体制のもとで信

義に従って誠実に作業を履行しなければならない。また、受注者はこれら監督、検

査（完了検査）にあたっては、予決令第 101 条 3 及び 4 に基づくものであることを

認識しなければならない。 

３．契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかによって

定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。 

４．単位については SI 単位とし、監督職員が必要と認めた場合は SI 単位と非 SI 単位

とを併記し、（ ）内を非 SI 単位とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 

１． 発注者とは、支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当

官若しくは分任契約担当官をいう。 

２． 受注者とは、作業の実施に関し、発注者と請負契約を締結した個人又は会社その

他の法人をいう。 

３． 監督職員とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対

する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第９条第１項に規定する者

をいう。 

４． 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。 

５． 設計図書とは、本仕様書等、現場説明書、質問回答書及び数量表をいう。 

６． 本仕様書等とは、作業のために規定された仕様書と、別紙１を総称していう。 

７． 別紙１とは、排水ポンプ車等の点検・操作を行ううえで必要な事項のうち、あら

かじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。 

８． 本仕様書とは、本作業の履行に関する明細又は作業に固有の要求及び特別な事項

を定める図書をいう。 

９． 現場説明書とは、本作業の入札に参加するものに対して発注者が本作業の契約条

件等を説明するための書類をいう。 

10． 質問回答書とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に対して発注者

が回答する書面をいう。 
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11． 指示とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、本作業の履行上

必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。 

12． 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者もしくは監督職員又は受注

者が書面により同意することをいう。 

13． 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督職員と受注

者が対等の立場で合議することをいう。 

14． 提出とは、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し本作業に係わ

る書面、又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 

15． 提示とは、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員又は検査職員に対し

作業に係わる書面、又はその他の資料を示し、説明することをいう。 

16． 報告とは、受注者が監督職員に対し、作業の履行に関する事項について、書面に

より知らせることをいう。なお、事故時については第１報を電話等で知らせると

ともに、後日速やかに書面にて知らせるものとする。 

17． 通知とは、発注者又は監督職員と受注者間で、監督職員が受注者に対し、又は受

注者が監督職員に対し、本作業の履行に関する事項について、書面により互いに

知らせることをいう。 

18． 連絡とは、監督職員と受注者の間で、監督職員が受注者に対し又は受注者が監督

職員に対し、契約書に該当しない事項又は緊急で伝達すべき事項について、口頭、

ファクシミリ、電子メールなどの署名又は押印が不要な手段により互いに知らせ

ることをいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。 

19． 書面とは、手書き、印刷等の帳票をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印し

たものを有効とする。緊急を要する場合は電話、ファクシミリ又は電子メール等

により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。 

20． 成果物とは、受注者が契約図書に基づき履行した本作業の成果を記録した図書及

び関連する資料をいう。 

21． 確認とは、契約図書に示された事項について、監督職員が臨場もしくは受注者が

示した資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 

22． 完了検査とは、検査職員が契約書に基づいて給付の完了の確認を行うことをい

う。 

23． 検査職員とは、契約書に基づき、完了検査を行うために発注者が定めた者をいう。 

24． 履行期間とは、契約図書に明示した本作業を実施するために要する準備及び後片

付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。 

25． 打合せとは、作業を適正かつ円滑に実施するために現場責任者等と監督職員が面

談により、作業の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 

26． SI とは、国際単位系をいう。 

27． JIS 規格とは、日本産業規格をいう。 

28． 点検とは、排水ポンプ車等の損傷ないし異常の発見、機能良否等の確認及び記録

をいい、目視及び作動テスト等による確認から、点検記録作成までの一連の作業

をいう。 

29． 運転操作とは、災害現場において、緊急的な排水作業を実施するため、排水ポン
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プ車等の準備、移動、設置、操作、撤去及び操作記録作成までの一連の作業をい

う。 

30． 現場責任者とは、契約の履行に関し、作業の管理及び統括等を行う者をいう。 

 

（関連諸法令・基準等の遵守） 

第３条 

１．受注者は、本作業の履行中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛

生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電

気設備等に係わる作業については労働安全衛生規則（労働省令第 32 号）、電気設

備技術基準（通産省令第 61 号）等に基づいて適切な措置を講じておかなければな

らない。 

２．受注者は、「土木工事等施工技術安全指針（農林水産省農村振興局整備部長通達、

平成 21 年 3 月 30 日）」及び「建設機械施工安全技術指針（国土交通省総合政策局

建設施工企画課長 平成 17 年 3 月 3 日）」を参考にし、常に履行の安全に留意し、

現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。 

ただし、これらの指針は本作業の契約条項を超えて受注者を拘束するものではな

い。 

３．受注者は、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建設事務次官通達、平成 5 年 1 

月 12 日）」を遵守して災害の防止を図らなければならない。 

４．監督職員が、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 30 条第１項に規定す

る措置を講じる者として、同条第２項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、

受注者はこれに従うものとする。 

 

（諸法令等の遵守） 

第４条 

１．受注者は本作業の履行にあたり、関係する諸法令、基準等を遵守し、本作業の円

滑なる進捗を図るとともに、諸法令等の適用・運用は受注者の責任と費用負担にお

いて行わなければならない。 

なお、主な法令・基準等は以下に示すとおりである。 

・法令 

（１）会計法 （昭和 22 年法律第 35 号） 

（２）建設業法 （昭和 24 年法律第 100 号） 

（３）下請代金支払遅延等防止法 （昭和 31 年法律第 120 号） 

（４）労働基準法 （昭和 22 年法律第 49 号） 

（５）労働安全衛生法 （昭和 47 年法律第 57 号） 

（６）作業環境測定法 （昭和 50 年法律第 28 号） 

（７）雇用保険法 （昭和 49 年法律第 116 号） 

（８）労働者災害補償保険法 （昭和 22 年法律第 50 号） 

（９）健康保険法 （大正 11 年法律第 70 号） 

（10）中小企業退職金共済法 （昭和 34 年法律第 160 号） 
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（11）建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和 51 年法律第 33 号） 

（12）出入国管理及び難民認定法 （平成 3 年法律第 94 号） 

（13）道路法 （昭和 27 年法律第 180 号） 

（14）道路交通法 （昭和 35 年法律第 105 号） 

（15）道路運送法 （昭和 26 年法律第 183 号） 

（16）道路運送車両法 （昭和 26 年法律第 186 号） 

（17）河川法 （昭和 39 年法律第 167 号） 

（18）海岸法 （昭和 31 年法律第 101 号） 

（19）環境基本法 （平成 5 年法律第 91 号） 

（20）大気汚染防止法 （昭和 43 年法律第 97 号） 

（21）騒音規制法 （昭和 43 年法律第 98 号） 

（22）水質汚濁防止法 （昭和 45 年法律第 138 号） 

（23）湖沼水質保全特別措置法 （昭和 59 年法律第 61 号） 

（24）振動規制法 （昭和 51 年法律第 64 号） 

（25）廃棄物処理及び清掃に関する法律 （昭和 45 年法律第 137 号） 

（26）資源の有効な利用の促進に関する法律 （平成 3 年法律第 48 号） 

（27）電気事業法 （昭和 39 年法律第 170 号） 

（28）電気工事士法（昭和 35 年法律第 139 号） 

（29）消防法 （昭和 23 年法律第 186 号） 

（30）計量法 （平成 4 年法律第 51 号） 

（31）建設リサイクル法 （平成 12 年法律第 104 号） 

（32）じん肺法 （昭和 35 年法律第 30 号） 

（33）軌道法 （大正 10 年法律第 76 号） 

・基準等 

（１）日本産業規格 （ＪＩＳ） 

（２）日本電機工業会規格 （ＪＥＭ） 

（３）施設機械設備点検・整備業務共通仕様書 （農林水産省） 

（４）施設機械工事等施工管理基準 （農林水産省） 

（５）機械工事塗装要領（案）同解説 （国土交通省） 

（６）土木工事等施工技術安全指針 （農林水産省） 

（７）建設機械施工安全技術指針 （国土交通省） 

（８）電気設備に関する技術基準を定める省令 （経済産業省） 

（９）自家用電気工作物保安規程 （経済産業省） 

２．受注者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注

者に及ばないようにしなければならない。 

３．受注者は、本作業の計画、仕様書及び契約そのものが第１項の諸法令に照らし不

適当であったり、矛盾していることが判明した場合には、直ちに監督職員と協議し

なければならない。 

 

（監督職員） 
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第５条 

１．本作業における監督職員の権限は、契約書に規定した事項である。 

２．監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 

ただし、緊急を要する場合は監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行える

ものとする。 

口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督職員と受注者の両者

が指示内容等を確認するものとする。 

 

（疑義） 

第６条 

受注者は、仕様書等について疑義がある場合は、速やかに監督職員に報告し、協議

のうえ、決定するものとする。 

 

（守秘義務） 

第７条 

受注者は、点検・整備の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

 

（提出書類） 

第８条 

１．受注者は、契約書及び仕様書等に基づいて関係書類を指定期日までに監督職員に

提出しなければならない。これに定めのないものは、監督職員の指示する様式によ

らなければならない。 

２．受注者は、提出書類の内容に変更を生じた場合は、その都度変更書類を提出しな

ければならない。 

３．受注者は、監督職員が特に指示した事項については、さらに詳細な書類を提出し

なければならない。 

 

（提出図書） 

第９条 

提出する図書は、次のとおりとする。 

１．作業着手前に提出するもの 

（１）作業計画書 

（２）その他仕様書に記載したもの 

２．作業完了時に提出するもの 

（１）点検記録表１式 

（２）作業履行写真１式 

（３）運転操作作業及び操作訓練における作業実績が分かる資料１式 

（４）その他仕様書に記載したもの 

 

（作業履行写真） 
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第 10 条 

受注者は、実施した作業の履行内容等について、写真を撮影し、監督職員に提出し

なければならない。 

 

（設計図書の変更等） 

第 11 条 

１．設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、受注者に行った

本作業の変更指示に基づき、発注者が変更することをいう。 

２．本作業の契約後、作業内容の変更が生じた場合において、発注者と受注者の協議

のうえ、設計図書の変更並びに請負代金額の変更を行う。 

３．請負代金額の変更を伴う設計図書の内容変更は、次によるものとする。 

（１）監督職員の指示により、設計図書に示された作業条件作業内容の変更を行った

場合、発注者と受注者の協議のうえ指示した日を基準日とし変更するものとする。 

（２）請負代金額の変更は、設計図書に示した仕様並びに数量を基本として、変更に

係わる部分についてのみ行うものとする。 

 

（監督職員による確認等） 

第 12 条 

１．受注者は、仕様書又はあらかじめ監督職員が指示した履行段階においては、監督

職員による確認等を受けなければならない。 

２．発注者又は監督職員による確認等の項目は、設計図書に示すとおりとするものと

する。また、監督職員による確認等の実施について通知があった場合には、受注者

は、確認等を受けなければならない。 

３．監督職員は、本作業が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするため、

必要に応じ履行現場に立ち入り、立会又は資料の提出を請求できるものとし、受注

者はこれに正当な理由なしに、拒否することはできない。 

４．受注者は、事前に監督職員による確認等に係わる報告を行わなければならない。 

５．確認は、受注者が臨場するものとし、確認した箇所に係わる監督職員が押印した

書面を、受注者は保管し、完了検査時に提出しなければならない。 

６．受注者は監督職員に、完全不可視になる部分の確認ができるよう十分な機会提供

をするものとする。 

７．監督職員による確認に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資

料の整備のために必要な費用は、受注者の負担とする。 

８．監督職員による確認等の時間は、発注者の勤務時間内とする。 

ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合は、この限りではない。 

 

（完了検査） 

第 13 条 

１．受注者は、契約書に基づき、完了通知書を監督職員に提出しなければならない。 

２．受注者は、完了通知書を監督職員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をす
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べて満たさなくてはならない。 

（１）設計図書（追加及び変更指示も含む。）に示されるすべての作業が完了してい

ること。 

なお、追加、変更指示の手続きは契約書による。 

（２）設計図書により義務付けられた作業履行写真、作業関係図書及び報告書等の資

料の整備がすべて完了していること。 

（３）契約変更を行う必要が生じた場合においては、最終変更契約を発注者と締結し

ていること。 

３．発注者は、完了検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。 

４．検査職員は、監督職員及び受注者の臨場のうえ、作業を対象として契約図書と対

比し、履行状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行うものとす

る。 

 


